
計画策定の背景

・令和５（2023）年度は、第１期計画の最終年度にあたることから、本市の現状分析と取組み
の課題整理を行い、自殺総合対策大綱を踏まえ、第２期仙台市自殺対策計画を策定する。

第１期計画期間の取組みと自死の現状

若年者及び
勤労者

・国や他指定都市と比較して、自殺者数全体に占め
る割合が大きい傾向にある

自殺未遂者等
ハイリスク者

・自殺未遂歴のある方の割合は20％前後で依然とし
て高い傾向にある

被災者 ・復興公営住宅入居者の中で心理的苦痛を抱えてい
る方の割合が高止まりしている

社会経済状況
・大綱では、コロナ禍による自死の要因となり得る
問題の悪化が指摘されている

第１期計画以前の傾向
から大きな変化はない

引き続き対策が必要

第２期計画の基本的な考え方

○基本理念

○基本認識

○計画期間

○基本方針

・自死に追い込む様々な要因の解消に
向けた関係する主体の連携と包括的
な取組み

・自死等の傾向に合わせた重点対象の
設定と、対象の特徴に合わせて効果
的な取組み

①自死の予防を実現するために必要な状態
３つのレベルの合計10の状態に整理し、これら
の実現を目指す必要がある。

②４つの重点対象
本市の自死の特徴から、第１期計画と同様に、
「若年者」「勤労者」「自殺未遂者等ハイリス

ク者」「被災者」を重点対象とする。

○計画目標及び自殺対策の評価・検証

①自死の要因となり得る多様な問題に対応できる相談

窓口や支援の体制が十分に整っていること

取組み例:被災者心のケア支援、ひきこもり地域支援Cによる支援など

若年者

本
市
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死
の
現
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大綱の目標：令和８（2026）年までに平成27（2015）
年比で30％以上低下（平均年３％以上低下）
➡これに合わせ、計画最終年(令和10(2028)年)までに
平成27（2015）年比で36％以上低下を目指す。36％以上低下

平成27年
17.6

令和10年
11.2以下

①自殺死亡率の
低下

②自死の予防を
実現するために
必要な10の状態
の達成度

・10の状態がどの程度進捗したか、計画期間中に市民意識調査等を実施して、測定し評価する。

令和６年度
(計画初年度)

ベースライン
測定調査

必要な状態を達
成するための
目標値の設定

令和９年度
(計画４年目)

市民意識調査

ベースラインと
調査の結果を

比較し、目標達成
度を踏まえて評価

③担当部署による
定性的自己評価

・毎年度、各取組の担当部署にて定性的自己評価を行うことで、必要な改善を図るとともに、計画全体
の実施状況の確認をＰＤＣＡサイクルに基づき行う。

担当部署
での

事業計画
事業の実施

担当部署での
定性的自己

評価

見直しや
必要な修正

担当部署での
次期事業計画
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目標達成基準自殺死亡率

計画目標
13.7

・４つの取組の方向性と４つの重点対象を定め自殺対策を推進してきたが、計画目標の自殺死亡率13.7には到達していない。

・方向性１:一人ひとりの気づきと見守りの推進
・方向性２:人材の確保と育成
・方向性３:対象に応じた支援
・方向性４:自殺対策に関するネットワークの構築

・重点対象１:若年者
・重点対象２:勤労者
・重点対象３:自殺未遂者等ハイリスク者
・重点対象４:被災者
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一人ひとりが、互いに多様性を認め合い、かけがえのない個人として尊重され、
安心して暮らすことができるまちづくり
～誰も自死に追い込まれることのない仙台の実現～

①自死は、個人の問題ではなく、社会全体の問題である
②自死の背景にある問題は、誰にでも起こり得る
③多様性や違いを認め、理解し合うことが重要である
④自殺対策の中心は「生きることの包括的な支援」である
⑤自死に至るプロセスや各段階に応じた対策が重要である
⑥本市の自死の特徴を踏まえた取組みが重要である

令和６(2024)年度～令和10(2028)年度までの５年間

〇自死の予防を実現するために必要な状態に関連する取組み 〇４つの重点対象に対する取組み

［取組み例］

〇大学生向けの自死に関する適切な

理解の普及啓発

〇命を大切にする事業の実施

〇青少年のための居場所支援の実施

②自死の要因となり得る多様な問題に対する支援職員

の能力が十分に高い状態が維持されていること

取組み例：自殺未遂者等ハイリスク者支援研修など

③自死の要因となり得る多様な問題に包括的・具体的に

対応できる多機関ネットワークが構築され機能していること

取組み例:自殺対策推進センターを中心としたネットワーク構築など

④自死の要因となり得る悩みや困りごとが生じない環境が

整っていること

取組み例：奨学金返還支援制度など

⑤身近なコミュニティにおいて、自死の要因となり得る

多様な問題に対する適切な理解が十分浸透すること

取組み例：企業向けゲートキーパー養成研修など

⑥様々な悩みや困りごとを抱えた人への適切なサポートや

対応を学び、身近なコミュニティにおける危機対処能力

が向上すること

取組み例：災害後メンタルヘルス研修など

⑦身近なコミュニティのメンバー同士の支え合いや同じ

悩みを抱えた者の交流や分かち合いが促進されること

取組み例：コミュニティスペース「にじのひろば」の設置など

⑧人を自死に追い込む差別等の社会的な問題や自分自身

のセルフケア、健康維持（精神的、身体的）に関する

適切な知識の習得や理解が促されること

取組み例：東日本大震災に関する相談窓口等の啓発など

⑨様々な悩みや困りごとに対応できる相談窓口に関する

情報が届き、実際の活用が促されること

取組み例：就活お役立ちポータルサイト「仙台で働きたい」など

⑩人を自死に追い込む社会的な問題に対する対応方法の

習得や実際の対処が促されること

取組み例：シニア世代向け介護予防栄養講座など

勤労者

自殺未遂者等ハイリスク者

被災者

［取組み例］

〇中小企業の表彰制度

〇企業向けゲートキーパー養成研修

の実施

〇暮らし支える総合相談の実施

［取組み例］

〇自殺未遂者等ハイリスク者向け

リーフレットによる啓発

〇自殺未遂者等ハイリスク者研修の

実施

〇いのちの支え合い事業の実施

［取組み例］

〇地区健康教育の実施

〇アディクション関連問題研修の

実施

〇被災者心のケア・被災者健康支援

の実施
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資料２
令和５年11月８日

第３回仙台市自殺対策連絡協議会

第２期仙台市自殺対策計画中間案素案 [概要版]


